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第１回 令和６年能登半島地震に伴う災害等支援本部会議 

 

日 時：令和６年１月１１日（木）１７：３０～ 

 場 所：本庁 ３０２Ａ会議室         

 

 関西広域連合では、１月１日（月）１６時１０分に発生した令和６年能登半島地震

に伴う対口支援（カウンターパート方式）による支援を決定し、兵庫県は石川県珠洲

市を支援することになりました。 
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１ 被害の状況（１月１０日現在） 

(1)石川県 

  ・人 的 被 害  死者 ２０６人、行方不明者 １人、負傷者 ５６７人 

  ・家 屋 被 害  全壊／半壊／一部損壊 １,８１４棟 

  ・孤 立 集 落  ２２地区 ３,１２４人 

  ・避 難 所  ３９８施設を開設、２５,７７０人が避難 

  ・停   電  約１４,８００戸 

  ・断   水  約５８,９０９戸 

 (2)珠洲市 

  ・人 的 被 害  死者 ９１人、行方不明 １人、負傷者 １４５人 

  ・家 屋 被 害  全壊／半壊／一部損壊 多数 

  ・孤 立 集 落  ６地区 ３３６人 

  ・避 難 所  ６７施設を開設、５,３７９人が避難 

・停   電  約６,２００戸（現在、復旧作業中） 

  ・断   水  約４,８００戸（ほぼ全域） 

(3)珠洲市への応援派遣の状況 

・対口支援の分担 

   「統括支援」浜松市 

   「担  当」福井県、千葉県、千葉市、山梨県、兵庫県、神戸市、熊本市 

  ・上記の県と市より約１７８名を派遣、１／９までに１１７名が現地入り 

  ・金沢市から珠洲市まで７時間程度、移動に要す模様 

 

２ 報告事項 

 (1) 調整中の職員派遣 

   ①建物応急危険度判定員の派遣 

      審査指導課が県建築指導課と調整中 

      派遣人員を報告済み、派遣要請待ち 

   ②保健師の派遣 

      健康増進課が県健康増進課と調整中 

      派遣人数等を報告済み、派遣要請待ち 
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   ③給水車の派遣 

      上水道課が日本水道協会と調整中 

      派遣要請待ち 

   ④避難所運営職員の派遣 

      人事課・危機管理課が県市町振興課と調整中 

      派遣協力報告済み、派遣要請待ち 

 (2) 緊急消防援助隊の状況 

   ・現在の派遣はなし 

 (3)今後の予定 

   ・今後、県から派遣要請があった場合は、三田市地域防災計画で示されている

「災害対策本部の編成及び事務分掌（P８４～P９０）」に従って派遣職員の人選

をお願いする予定にしておりますので、ご協力をお願いします。 

 (4)義援金 

   ・兵庫県義援金 

     １月 ４日～ 振込口座開設、兵庫県義援金受付開始 

     １月１０日～ 市役所１階ロビー及び危機管理課窓口に募金箱を設置 

     １月１１日～ 各市民センター窓口に募金箱を設置予定 

            市ホームページに掲載 

            防災防犯メール及び市公式ＬＩＮＥにて情報発信 

            ※日本赤十字社の救援金についても市ホームページに掲

載予定 

(5)兵庫県から実施可能な被災者支援メニューについて問合せ 

     ①避難所運営支援員の派遣 

     ②救援物資の仕分け支援員の派遣 

     ③保健師の派遣 

     ④家屋被害認定士の派遣 

     ⑤建物応急危険度判定員の派遣 

     ⑥窓口業務の支援 

      ※罹災証明他各種証明書発行業務、税務相談、届出受付業務、 

被災者支援金受付、仮設住宅関係業務 等 
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     ⑦救命救助活動隊の派遣 

   ・本市の備蓄状況を報告、県から要請があれば備蓄品を提供 

（現在、珠洲市への物資支援は県と神戸市の備蓄品で対応） 

 

３ これまでの主な災害派遣実績 

 (1)東日本大震災派遣状況 

   ・市町業務全般の支援  ９回  １８名 

   ・住家被害調査業務支援 ２回   ２名 

   ・緊急消防援助隊    ７回  ２９名 

   ・給水活動       ６回  １１名 

   ・災害支援ナースの派遣 ２回   ２名 

   ・保健師の派遣     ２回   ５名 

           計  ２８回  ６７名 

 (2)熊本地震派遣状況 

   ・緊急消防援助隊    ２回  １０名 

   ・避難所運営支援    １回   ２名 

   ・災害支援ナースの派遣 １回   １名 

   ・住家被害調査業務支援 １回   ２名 

            計  ５回  １５名 

 

４ その他 

① 各支援フェーズにより派遣要請があった場合は、要請内容に応じて危機管

理課で各部長と個別に人選要請を行います。 

   ②今後の状況報告等は、書面及びスペースにて実施します。 

③大きく情勢が変更となった場合に災害等支援本部会議を開催します。 

   ④本市の支援内容が決定しだい掲示板による庁内共有、記者提供、議会報告を

行うとともに市ホームページで公表します。 


